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統一地方選挙
　

今
年
は
４
年
に
一
度
の
統
一
地
方
選
挙
の
年
で
す
。

　

私
た
ち
の
町
や
地
域
の
方
針
を
決
め
、
私
た
ち
の
暮

ら
し
に
つ
な
が
る
大
切
な
選
挙
で
す
。

　

あ
な
た
の
大
切
な
一
票
を
活
か
す
た
め
に
も
、
必
ず

投
票
を
し
ま
し
ょ
う
。

町
長
・
町
議
会
議
員
選
挙 

立
候
補
予
定
者
説
明
会

　

新
十
津
川
町
長
・
町
議
会
議
員

選
挙
の
立
候
補
予
定
者
へ
の
説
明

会
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

日
時　

３
月
20
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～

場
所　

役
場
２
階
大
会
議
室

※
入
場
可
能
人
数
は
、
立
候
補
者

１
人
に
つ
き
、
本
人
を
含
め
て
３

人
ま
で
と
し
ま
す
。

町
長
・
町
議
会
議
員
選
挙 

立
候
補
の
受
け
付
け

　

新
十
津
川
町
長
・
町
議
会
議
員

選
挙
の
立
候
補
届
の
受
け
付
け
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

日
時　

４
月
21
日
㈫

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

場
所　

役
場
２
階
大
会
議
室

受�

付
順
序　

当
日
午
前
８
時
ま
で

に
参
集
し
た
方
に
つ
い
て
は
、

選
挙
長
が
行
う
く
じ
に
よ
り
受

付
順
序
を
決
定
し
ま
す
。
午
前

８
時
よ
り
あ
と
に
到
着
し
た
方

に
つ
い
て
は
、
く
じ
で
決
定
し

た
方
の
次
の
順
序
と
な
り
、
到

着
順
と
な
り
ま
す
。

※
入
場
可
能
人
数
は
届
出
者
を
含

め
、
２
人
ま
で
と
し
ま
す
。

投
票
日
に
投
票
に
行
け
な

い
方
は
、
期
日
前
投
票
・

不
在
者
投
票
を
利
用
し
、

投
票
を
し
ま
し
ょ
う

○
期
日
前
投
票

　

投
票
日
に
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
、

冠
婚
葬
祭
な
ど
の
用
事
が
あ
り
、

投
票
日
当
日
に
投
票
で
き
な
い
方

が
、
投
票
日
前
に
投
票
で
き
る
制

度
で
す
。

期�

間　

各
選
挙
の
告
示
日
の
翌
日

～
投
票
日
前
日
の
午
前
８
時
30

分
～
午
後
８
時

場�
所　

役
場
１
階
選
挙
管
理
委
員

会
室

○
不
在
者
投
票

　

期
日
前
投
票
期
間
お
よ
び
投
票

日
に
、
仕
事
や
旅
行
、
転
出
な
ど

に
よ
り
、
す
で
に
町
外
に
滞
在
中

の
方
ま
た
は
不
在
者
投
票
所
の
指

定
を
受
け
た
病
院
、
施
設
な
ど
に

入
院
、
入
居
さ
れ
て
い
る
方
が
投

票
で
き
る
制
度
で
す
。

　

仕
事
先
、
旅
行
先
な
ど
の
滞
在

地
で
不
在
者
投
票
を
す
る
場
合
は
、

あ
ら
か
じ
め
手
続
き
が
必
要
で
す

の
で
、
選
挙
管
理
委
員
会
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

不
在
者
投
票
が
で
き
る
期
間
は
、

期
日
前
投
票
と
同
じ
で
す
。

　

ま
た
、
知
事
と
道
議
の
選
挙
で

は
、
期
日
前
お
よ
び
不
在
者
投
票

が
で
き
る
期
間
が
異
な
り
ま
す
の

で
留
意
願
い
ま
す
。

統
一
地
方
選
挙
日
程

３月20日(金)
町長・町議会議員選挙立候補予定者
説明会

３月26日(木) 知事選挙告示

３月27日(金）
　　～４月11日(土）

知事選挙期日前投票・不在者投票期
間

４月３日(金) 道議会議員選挙告示

４月４日(土)
　　～４月11日(土）

道議会議員選挙期日前投票・不在者
投票期間

４月12日(日) 知事・道議会議員選挙投票日

４月15日(水)
町長・町議会議員選挙立候補届受付
事前審査

４月21日(火)
町長・町議会議員選挙告示
町長・町議会議員選挙立候補届受付

４月22日(水)
　　～４月25日(土）

町長・町議会議員選挙期日前投票・
不在者投票期間

４月26日(日) 町長・町議会議員選挙投票日

４
月
12
日
は
北
海
道
知
事
・
道
議
会
議
員
選
挙

４
月
26
日
は
新
十
津
川
町
長
・
町
議
会
議
員
選
挙 

の
投
票
日
で
す

本
町
で
投
票
の
で
き
る
方

○
知
事
・
道
議
会
議
員
選
挙

　

20
歳
以
上
の
方
（
平
成
７
年
４

月
13
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で
、

引
き
続
き
３
カ
月
以
上
本
町
に
住

所
を
有
す
る
方

○
町
長
・
町
議
会
議
員
選
挙

　

20
歳
以
上
の
方
（
平
成
７
年
４

月
27
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
）
で

引
き
続
き
３
カ
月
以
上
本
町
に
住

所
を
有
す
る
方

　

な
お
、
転
入
ま
た
は
転
出
し
た

方
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
次
の
表

の
と
お
り
で
す
。

問
合
せ

　

新
十
津
川
町
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
76
・
２
１
３
１

区分 届出日 知事 道議会議員 町長 町議会議員

転
　
　
入
　
　
し
　
　
た
　
　
方

平成26年12月25日
以前に新十津川町
に転入届出

新十津川町で投票（期日前投票可）

新十津川町で投票
（期日前投票可）

平成26年12月26日
～平成27年１月２
日に新十津川町に
転入届出

新十津川町で投票

※期日前投票ができる期間

知事 道議会議員

４月２日～４月11日 ４月４日～４月11日

平成27年１月３日
～１月20日に新十
津川町に転入届出

転入前市町村（道内に限ります）で投票
（期日前投票可）
＊�投票の際には、本町が発行する「引き

続き道内の区域内に住所を有する旨の
証明書」が必要となります。

＊�新十津川町で不在者投票を行うことも
できます。

平成27年１月21日
以後に新十津川町
に転入届出

投票できません。

転
　
　
出
　
　
し
　
　
た
　
　
方

平成26年12月25日
以前に転出先に転
入届出

転出先市町村（道内に限ります）で投票
（期日前投票可）

投票できません。

平成26年12月26日
～平成27年1月2日
に転出先に転入届
出

転出先市町村（道内に限ります）で投票

※�期日前投票ができる期間

知事 道議会議員

４月２日～４月11日 ４月４日～４月11日

平成27年１月３日
以後に転出先に転
入届出

新十津川町で投票（期日前投票可）
＊�投票の際には、居住地市町村が発行す

る「引き続き道内の区域内に住所を有
する旨の証明書」が必要となります。

＊�転出先市町村で、不在者投票を行うこ
ともできます。

○「引き続き道内の区域内に住所を有する旨の証明書」は、居住地市町村の住民基本台帳担当窓口で発行しています（無料）。
○�知事・道議の選挙権は、道内での転出回数が１回の場合に限られ、道内であっても２回以上転出した場合は投票できません。
知事・道議選挙のいずれも、投票前日までに道外に転出した方は投票できません。

【 転入・転出した方の投票について 】


